
設 備 容 量 堅笠主讐 による点検頻 度 基 準 平成 17 年 11 月 1 日施行 経済産業省告示第 249 号第 4 条関連
換 反

導 澄 ・譜 捕 公 ! 毎 月 1 回 以 上 隔 月 1 回以 上 3 月 に 1 回 以 上

七 低圧受電の需要設備 答評ど 鸞 ね こ
韓 を

六  6 4 kVA 未 満
(小規 模 高圧 需 要 設備 )

非常用予備発電装置を設置
するものを除く

1 0 0 kVA 以下のもの

右 記 以 外 の需 要 設備

t  卜記の条件すべてに適合する信頼性の高い需
要設備
イ 構 外 に わ た る高圧 電 線 路 が な い も の
口 柱 上 に 設 置 した 高 圧 変 圧 器 が な い

もの
ハ  高 圧 負 荷 開 閉 器 ( キ ュ ー ビ ク ル 内

に 設 置 の も の を 除 く ) に 可 然 性 絶
縁油を使用 していないもの

二  責 任 分 界 点 又 は こ れ に 近 い 箇 所 に
地 絡 遮 断 装 置 (注 1 ) が 設 置 され
ているもの

ホ  責 任 分 界 点 か ら 主 遮 断 装 置 の 間 に
電 力 需 給 用 計 器 用 、 地 絡 保 護 継 電
器 用 、 受 電 電 圧 確 認 用 主 遮 断 器 用
開 閉 状 態 表 示 及 び 主 遮 断 器 操 作 用
以外の変成器がないや、の

番黒 添T !
こ適合 し

十
かつ下記条 件 す が て に適

イ  屋 内 キ ュ ー ビ ク ル 受 電 方 式 で あ る

口 蓄電池又は非常用予備発 がない

ハ  引込施設に地絡遮断装置 (注 1 )
が あ る

(注 1 ) 地絡遮断装置 とは
地絡保護継電器付高圧交流負荷 開閉
器 または地絡遮 断器 の こと

備難的昨００ｋＶＡ
以
・

記
て

上

ノヽ 上記の条件のすべてに適合 し、かつ下記のどち
らかが設置してある需要設備
◎  低 圧 電 路 の絶 縁 状 態 の 的確 な 監 視 が

可能な装置を有する
◎  非 常 用 照 明 、 消 防 、 昇 降機 そ の他 の

非 常 時 に使 用 す る設 備 へ の電 路 以 外
の低 圧 電 路 に漏 電 遮 断 器 が 設 置 され
てV るヽ

発   電   所
(小 出力 発 電 設備 を除 く)

一 次の二～五以外の発電所           毎月 ■回以上 二 然科電池交葛P7T          毎月 1 回
二 内燃 力 又 はガス ター ビン 毎 月 1 回

四 太陽電池発電所          毎年 2 回以上二の二 上記のうち原動機・発電機及び制御装
置が1つの営体に収められており、かつ、その

奎7ぎ翼鞭 僚肇塩看漏言名   
3ヶ月1回以上

の

君月 1 回以上

闘 尋翁蛮霧 智警 亀ヨ
定する自家用電気設備専門技術者

(注 3 )
・ 300k w 未満 ・最高使用圧力及び ・同温度が 100okPa 未満及び

1400℃未満
・ 発電機と一体のものとして一つの富体に収められているもの・
だ桑接こ基斉櫂握審零撃督香缶

した場合、破片が当該設備の外部

捧るよギ杯乳ラ警規棄Z
であつてヽ次の要      ~~

イ
 替婆席闘 ♀翠晶害さ委雪晏皆誓冴   6ヶ方1回以上口
 響農篤手8<協

軸受の穏滑剤として空気
士1

誠
最上筆壕喜昇を言審甲

中
毎週  1 回以上

主 1 配電線路 を管理す る事業場 毎年  2 回以上

参 考  :   6  0  0  0 k V A 以 上
L有に選任すること (電気工事士免状等の写を添付)別1こ定められている者 と同等以上の知識及び


